




香 危 第 35号
令和 4年 9月 6日

香芝市議会議長 川 田 裕 様

香芝市長 福岡 憲

質問状に対する回答について

令和 4年 8月 29日 付けで香芝市議会基本条例第 16条第 1項の規定に基づ

き質問のあったことについて、下記のとお り回答いた します。

記

(1)市町村防災行政無線の検討の進捗状況について

現行の地域防災計画では、第 2編第 2章第 2節 において、情報収集伝達体制の

整備についての基本的な方針が定められてお ります。

一方、地域防災計画の修正に関する状況ですが、令和 4年 8月 9日 に香芝市防

災会議を開催 し、委員の皆様のご協力により、作業の一歩 目を踏みだしたとい う

段階です。

今後、防災会議にて地域防災計画の修正を進めて頂 く中で、情報収集伝達体制

の整備について、どういった記載がなされるかは現時′点では未定ですが、委員各

位の検討の一助 となるよう、設置及び維持にかかる費用のシミュレーションや、

周辺市町村における設置状況及び使用感などに係 る情報収集を行つているとこ

ろでございます。

(2)防災会議分科会について

防災会議において地域防災計画の修正作業を進めて頂 く中で、全委員に頻繁

にお集ま り頂き会議を開催することは困難であろ うことか ら、分科会の設置に

関するご提案がございました。

分科会では、地域防災計画の修正に関する各種の協議を頂き、その結果を防災

会議 (全委員が集まる全体会議)に提出していただく予定でございます。

なお、第 1回 目の分科会が 8月 29日 に開催 され、会長 として川田議長が選任

されたことを申し添えいた します。

(3)防災無線の計画等の検討又は策定の所管事務について

(1)の とお り、現行の地域防災計画でも情報伝達体制の整備についての項 目



があることから、修正後の計画においても、これに類する項 目の記載が検討 され

る可能性は高いと考えています。なお、地域防災計画は、市の防災に関する総合

的な計画 として定めるものなので、分科会においても、各項 目 (各事業)に関す

る今後の方針について検討 されると考えてお ります。

(4)防災無線設置の意義について

市 としても通信インフラの確保は重要であると認識 してお り、数ある情報伝

達ツールの中から、費用対効果やメンテナンス性などを鑑みつつ、情報伝達手段

の維持・整備に努めているところでございます。

(5)財政的措置について

事業の適債性の確認については、県市町村振興課への確認は必要ですが、緊急

防災減災事業債が活用可能な場合は、充当率 100%・ 交付税措置率が 70%と
なっています。

(6)防災無線設置に係 る意思決定について

(3)で も回答いた しましたとお り、現行の地域防災計画でも情報伝達体制の

整備についての項 目があることから、今後の分科会においても情報伝達ツール

の充実 。維持・拡充に関する協議は行われると想定されます。

また、地域防災計画の内容に関する意思決定については、分科会の協議結果に

関する報告を踏まえた上で、防災会議 (全委員による全体会議)で行われること

となります。

なお、分科会 としての協議の結果については、年度内に防災会議へ報告するこ

とを目標 とする旨が、8月 29日 の会議で議決 されたところです。と把握 してお

ります。

分科会の協議の進捗については、都度、報告を受けるとともに、市議会に対 し

ましても共有をさせていただきたいと存 じます。

(7)防災会議が開催 されていなかった責任について

防災会議については、平成 26年度の開催以降、約 8年間、開催できてお らず、

この点については、市議会においてもご指摘を頂いたところで、市として反省を

しているところでございます。

今後、防災会議委員の皆様をはじめ関係各位のお力添えを賜 りながら、地域防

災計画の改正について進めてまい りたいと存 じます。


